
運動公園グラウンド西側高木剪定業務委託 説明書 

 

（事業担当）教育委員会事務局 スポーツ課 

TEL ０７４８－３３－６３０３ 

 

１．配布資料 特記仕様書 １式 

    位置図   ２枚 

 

２．委託内容 

（１）委託業務名 第３８号 運動公園グラウンド西側高木剪定業務委託 

（２）委 託 場 所 近江八幡市 津田町 

（３）委 託 内 容 別紙仕様書のとおり 

（４）委 託 期 間 契約締結日 ～ 令和７年１１月２８日 

（５）担 当 課 教育委員会事務局 スポーツ課 

  

 

３．質疑応答 

（１）質疑受付  令和７年８月１９日（火）午前９時から正午まで 

受付場所：スポーツ課 

               近江八幡市津田町 18 番地（運動公園体育館内） 

               Mail : 048600@city.omihachiman.lg.jp 

           ※質疑は Excel に内容記入し、メールに添付のうえ送付お願いします。 

           ※確認漏れを防ぐため、必ずメール送信の旨電話連絡をお願いします。 

※質疑がない場合は提出不要です。 

（２）質疑回答  令和７年８月２１日（木） 

※近江八幡市ホームページ（下記アドレス）により確認すること。 

https://www.city.omihachiman.lg.jp/riyoushabetu/jigyousha/nyusatsu/index.html 

 

４．一般事項 

（１） 委託場所の確認が必要な場合は、入札日までに事業担当課へ連絡の上、確認のこと。 

（２） 委託業務に関して、軽微なものについては変更の対象としない。 

（３） 入札については、公平を期すため疑わしい行為は絶対行なわないこと。 

（４） 契約履行中の建設工事等について不当要求を受けた場合は、近江八幡市契約規則第１４

の３の規定に基づき、事業担当課へ報告しなければならない。不当要求を受けたにも

かかわらず報告を怠った場合は、近江八幡市建設工事等一般競争入札参加停止及び指

名停止基準に基づき停止措置を行う。 


